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資料①   

査（日本経済新聞社）  医療と健康に関する意識  1．  

査時期 2008年11月   

対象者  全国の20歳以上の男女  

有効回答1，407人  

査（日本医療政策機構）  日本の医療に関する2009年世論  2．  

査時期 2009年1月  

対象者  全国の20歳以上の男女  

有効回答1，016人  



日
衣
経
済
新
聞
社
が
全
国
の
二
千
人
を
対
象
に
実
施
し
た
「
医
寮
と
 
 

健
康
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
は
、
回
答
し
た
市
民
の
半
数
以
上
が
自
 
 

己
負
担
し
た
医
療
狩
を
「
高
い
」
と
感
じ
、
四
劉
以
上
が
「
受
診
を
控
 
 

ぇ
た
経
験
が
あ
る
」
と
答
え
た
。
医
療
菜
を
含
む
社
会
保
障
費
を
ど
う
 
 

医療費「高い」半数以上   繋
頚
叫
m
偶
 
Ⅶ
捌
琴
軸
賛
頚
＃
 
間
藤
什
商
寧
‖
溺
ヰ
か
姉
川
紫
雲
柑
 
（
芯
熱
血
‥
N
0
0
甲
鼎
一
加
島
Ⅶ
）
 
 

過
去
一
年
間
に
自
己
負
担
し
た
 
 

医
寮
費
は
「
ゼ
ロ
か
ら
一
万
円
未
 
 

済
」
だ
っ
た
人
が
二
三
・
九
％
。
 
 

「
方
円
以
上
五
万
円
未
満
」
が
 
 

最
多
の
四
四
二
％
。
「
五
万
円
 
 

以
上
」
を
払
っ
た
人
は
三
〇
・
五
 
 

％
だ
っ
た
。
自
己
負
担
額
に
つ
い
 
 

て
「
高
い
」
 
「
や
や
高
い
」
と
回
 
 

答
し
た
人
は
計
五
六
二
ニ
％
で
、
 
 

半
数
以
上
が
割
高
だ
と
感
じ
て
い
 
 

る
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
一
 
 

方
で
「
適
当
な
水
準
だ
と
思
う
」
 
 

と
し
た
人
も
四
〇
・
〇
％
に
上
っ
 
 

て
い
る
。
 
 

政
府
諮
問
機
関
、
社
会
保
障
国
 
 

民
会
議
（
座
長
・
吉
川
洋
東
大
教
 
 

「
受
診
を
控
え
た
」
4
剖
超
 
 

授
）
の
試
算
で
は
、
二
〇
二
五
年
 
 

度
の
医
療
・
介
護
菜
用
は
〇
七
年
 
 

度
の
二
倍
以
上
に
あ
た
る
約
九
十
 
 

四
兆
円
に
達
す
る
と
さ
れ
る
。
 
 
 

現
行
の
三
割
負
担
を
維
持
し
た
 
 

場
合
、
保
険
料
が
甲
〓
兆
円
、
 
 

国
や
地
方
の
税
金
か
ら
の
負
担
が
 
 

三
十
九
兆
円
、
自
己
負
担
が
±
一
 
 

兆
円
と
い
う
内
訳
に
な
る
。
こ
の
 
 

う
ち
保
険
料
と
財
政
負
担
は
経
済
 
 

成
長
を
加
味
し
た
場
合
で
も
、
±
 
 

五
年
度
時
点
で
十
四
兆
円
の
不
足
 
 

が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
試
算
は
将
 
 

来
の
保
険
料
率
や
窓
口
で
の
自
己
 
 

負
担
割
合
の
引
き
上
げ
に
は
言
及
 
 

し
て
い
な
い
が
、
今
後
の
議
論
で
 
 
 

抑
制
す
る
か
が
政
府
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
忘
の
負
担
 
 

増
を
求
め
た
場
合
、
国
民
の
反
発
を
買
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
見
直
 
 

し
議
論
が
進
む
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
「
存
続
派
」
が
「
廃
止
派
」
 
 

を
上
回
っ
た
。
 
 

社会保障厚度会弛ま25年度の医ヨ寮・介  
護費を94兆円と絆した（08年10月）  

焦
点
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
 
 

負
担
増
に
拒
否
感
 
 
 

今
回
の
市
民
調
査
で
は
、
「
自
 
 

己
負
撞
割
合
を
増
や
す
と
し
た
ら
 
 

ど
の
程
度
ま
で
容
認
で
き
る
か
」
 
 

と
の
設
問
に
八
l
T
九
％
が
「
現
 
 

状
の
ま
ま
」
と
図
答
し
た
。
「
四
 
 

割
程
度
ま
で
」
が
七
・
二
％
、
「
五
 
 

割
程
度
ま
で
」
が
五
・
〇
％
に
と
 
 

ど
ま
り
、
引
き
上
げ
を
容
認
す
る
 
 

の
は
少
数
派
だ
っ
た
。
 
 
 

医
療
費
の
負
和
恵
は
受
診
行
動
 
 

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
「
医
 
 

療
費
が
か
さ
む
の
で
受
診
を
控
え
 
 

た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
の
問
い
に
、
 
 

八
主
％
が
「
よ
く
あ
る
」
、
三
 
 

四
・
〇
％
が
「
と
き
ど
き
あ
る
」
 
 

と
答
え
、
計
四
二
・
五
％
が
支
払
 
 

い
を
気
に
し
て
病
院
に
行
か
な
か
 
 

「
あ
な
た
の
余
命
は
あ
と
一
年
で
 
 

す
。
た
だ
し
、
×
×
円
払
え
ば
健
康
 
 

な
状
態
で
も
う
一
年
だ
け
生
存
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
ま
す
」
－
㌧
仮
に
医
 
 

師
か
ら
そ
う
告
げ
ら
れ
た
ら
「
左
 
 

延
長
」
に
い
く
ら
ま
で
支
払
う
だ
ろ
 
 

う
か
。
市
民
鞠
査
で
は
、
「
払
わ
な
 
 

い
」
と
回
答
し
た
人
が
三
二
・
八
％
 
 

で
最
多
だ
っ
た
。
 
 
 

「
百
万
以
上
五
百
万
円
未
満
」
が
 
 

二
七
三
％
、
「
百
万
円
未
満
」
が
 
 

こ
四
二
ニ
％
で
続
い
た
。
「
一
千
万
 
 

円
以
上
」
で
も
払
う
と
し
た
の
は
四
 
 

・
一
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
う
ち
 
 

〓
億
円
以
上
」
払
う
と
の
回
答
は
 
 

全
体
の
〇
・
一
％
。
 
 

っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
 
 

た
。
〇
五
年
に
日
本
経
済
新
聞
が
 
 

実
施
し
た
調
査
で
は
、
こ
う
し
た
 
 

経
験
が
あ
る
人
は
三
甲
二
％
で
、
 
 

八
・
三
澤
上
昇
し
た
。
 
 
 

こ
う
し
た
傾
向
は
若
い
世
代
に
 
 

顕
著
で
、
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
受
 
 

診
を
控
え
る
人
は
減
少
二
ハ
十
代
 
 

の
六
五
％
以
上
、
七
十
代
の
七
〇
 
 

％
以
上
が
こ
の
設
問
に
「
な
い
」
 
 

と
回
答
し
て
い
る
。
 
 
 

自
由
回
答
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
記
 
 

述
で
は
、
自
己
負
担
の
割
合
を
引
 
 

き
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
増
 
 

や
す
こ
と
は
N
O
」
 
（
七
十
代
男
 
 

性
）
と
魚
道
増
を
敬
遠
す
る
意
見
 
 

が
目
立
っ
た
。
現
役
世
代
か
ら
も
 
 

〓
割
程
度
に
し
て
ほ
し
い
」
≡
 
 

十
代
男
性
）
な
ど
自
己
負
担
引
き
 
 

下
げ
を
求
め
る
声
が
複
数
寄
せ
ら
 
 

れ
た
。
「
定
額
制
に
す
べ
き
だ
」
 
 

（
五
十
代
男
性
）
や
「
負
担
増
で
 
 

な
く
、
制
度
の
改
善
で
対
応
し
て
 
 

ほ
し
い
」
 
（
別
の
五
十
代
男
性
）
 
 

な
ど
の
提
案
も
あ
っ
た
。
 
 

将
来
の
医
療
費
抑
制
を
に
ら
ん
 

で
今
冬
賢
小
h
華
人
首
れ
た
教
材
 
 

1年延長にいくら払う？  

「払わない」最多32％   

「
払
わ
な
い
」
と
し
た
人
の
割
合
 
 

は
世
代
間
で
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
 
 

た
。
二
十
代
男
性
、
七
十
代
以
上
の
 
 

欄
費
掛
野
鮎
鞘
 
 

、
 
 

満
齢
著
医
凛
制
度
‥
魂
度
溜
知
 

不
足
か
ら
保
険
料
徴
収
を
め
ぐ
る
一
 
 

む
。
同
制
度
は
、
七
十
五
歳
を
超
I
 
 

混
乱
な
ど
ス
タ
ー
ト
 
 
 

肌
初
填
ま
存
続
す
べ
き
琵
 
 

竜
三
一
％
が
都
度
存
彗
纂
 
∫
 

「
麻
止
す
べ
き
だ
」
∫
ど
し
た
・
 
 

間
に
い
る
五
十
代
、
六
十
 
 

高
卒
雇
っ
五
十
代
ば
男
性
 
 

曇
七
・
三
％
に
上
り
い
 

著
を
既
存
の
社
会
畏
 
 

、
 

し
別
枠
の
保
険
体
爪
 
 
 

「
註
し
暮
雪
．
∑
保
険
」
な
ど
民
間
の
医
覆
険
 
 

が
山
山
 
 

に
加
入
し
て
自
己
防
衛
を
図
っ
て
 
 

・
い
た
。
 
 
 

民
間
保
険
に
加
入
し
て
い
る
の
 
 

は
男
性
六
二
・
五
％
、
女
性
六
一
 
 

ユ
ニ
％
。
世
代
別
の
加
入
率
は
二
 
 

十
代
で
は
男
女
と
も
に
四
〇
％
以
 
 

下
だ
が
、
が
ん
な
ど
の
リ
ス
ク
が
 
 

増
す
三
十
代
に
な
る
と
男
性
六
〇
 
 

二
二
％
、
六
八
・
九
％
と
一
気
に
 
 

加
入
書
の
割
合
が
増
え
た
。
働
き
 
 

盛
り
で
、
子
供
の
学
費
な
ど
の
出
 
 

費
を
支
え
る
四
十
代
男
性
で
は
七
 
 

七
・
八
％
が
加
入
し
、
全
世
代
の
 
 

中
で
最
高
だ
っ
た
。
 
 
 

男
女
で
四
〇
％
を
超
え
た
の
に
対
 
 

し
、
三
十
代
女
性
、
四
十
代
女
性
、
 
 

六
十
代
男
女
で
三
割
左
下
回
っ
た
。
 
 
 

民
間
保
険
加
入
6
0
％
 
 

対
応
し
て
、
六
〇
％
以
上
が
「
が
 
 

社
会
保
障
制
度
の
〝
揺
ら
ぎ
〟
に
 
 
 

四
望
八
％
、
女
性
三
丁
二
％
、
 
 

蕃
青
ば
男
性
四
七
主
％
、
女
 
 

「
払
う
」
と
し
た
人
も
金
 
 

額
は
五
百
万
円
兼
帯
に
集
 
 

中
。
期
限
付
き
の
余
命
延
長
 
 

に
大
金
を
積
も
う
と
い
う
市
 
 

民
の
意
識
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
 
 

な
か
っ
た
。
厚
生
労
働
省
の
 
 

あ
る
幹
部
は
「
日
本
人
は
病
 
 

気
に
か
か
っ
た
場
合
、
根
治
 
 

し
た
い
と
い
う
観
望
が
強
 
 

い
。
健
康
な
状
態
だ
と
し
て
 
 

も
一
年
だ
け
の
延
長
に
価
値
 
 

を
感
じ
る
人
が
少
な
い
の
で
 
 

は
」
と
話
し
た
。
 
 

撃
ウ
か
が
え
た
。
 
 

分
か
ら
な
い
」
′
と
回
答
 
 

、
書
手
世
代
は
無
関
心
 
 

羞
十
代
女
 
 

「
一
箪
う
す
 
 
 



統計資料 日本経済新聞社 医療と健康に関する意識調査  

n＝1407  
Q8．後期高齢者（長寿）医療制度について、見直しの議論が進行中です。今  

の制度についてどう思いますか。（1つに○印）  
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統計資料 日本経済新聞社 医療と健康に関する意識調査  

n＝1407  

Q8・後期高齢者（長寿）医療制度について、見直しの議論が進行中です。今  

の制度についてどう思いますか。（1つに○印）  
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統計資料 日本医療政策機構 日本の医療に関する2009年世論調査 （掲載日；2009年2月25日）  

国民の約半数が現行制度の維持または制度の骨格の維持を支持している   



統計資料 日本医療政策機構 日本の医療に関する2009年世論調査（掲載日；2009年2月25日）  

現行制度への支持は開代以止でもっとも高齢  

（％；2009年1月；n＝1っ016人）  

2008年4月から導入された、75歳以上の高齢者（後期高齢者）を対象にした後期高齢  
者医療制度（長寿医療制度）についてお伺いします。【間8ヨ  

－－          二・こ－－－ 【 m  

（4）後期高齢者医療制度は今後どのようにすべきだと思いますか  
－  

■■■∩■■n▼，l†一一一－－－ －u －】 －J■－⊥■■■L■     －L  

20代  30代  40代  50代  60代   70代以上   



75歳以上の被用者保険の被保険者であった方の所得状況  

政府管掌健康保険め被保険者であった方について  （抽出率＝1／10）  

総報酬額  
（老人加入者数）   
75歳以上の人数   総数における比率   

200万円未満  12，681   52，9％   

200万円以上300万円未満  3，231   13．5％   

300万円以上400万円未満  2，626   11．0％   

400万円以上500万円未満  1，369   5．7％   

500万    以上1000万円未満   2，530   10．6％   

1000万円以上1500万円未満  1，315   5．5％   

1500万   円以上   220   0．9％   

総数  23β72  

注）75歳以上の人数には65～74歳の障害認定者を含む。  

※資料：厚生労働省「健康保険被保険者実態調査報告」（平成19年10月）   



直垂壷二］  

75歳以上の被用者保険の被保険者であった方の所得状況  

健康保険組合の被保険者であった方について  
（抽出率＝1／500）  

総報酬額   
75歳以上の人数   総数における比率   
（老人加入者数）  

200万円未満   24   34．8％   

200万円以上300万円未満   12   17．4％   

300万円以上400万円未満   7   10．1％   

400万円以上500万円未満   3   4．3％   

500万円以上1000万円未満   10   14．5％   

1000万円以上1500万円未満   9   13．0％   

1500万円以上   4   5．8％   

総数   69  
注）75歳以上の人数には65～74歳の障害認定者を含む。  

※資料：厚生労働省「健康保険被保険者実態調査報告」（平成19年10月）   



琴料③  
前期高齢者医療を長寿医療制度と同様の仕組みにした場合の財源構成の変化   

○前期高齢者医療給付費の財源…前期高齢者の保険料2割、公費5割、支援金3割と仮定  

行制度において、前期高齢者の保険料は前期高齢者給付真のおおむね2割であることから、機械的に前期  
高齢者の保険料の割合を2割と仮定した。  

財源内訳  

前期高齢者  
協会健保  組合健保、共済等   国保  前知高齢者   

給付費  
の保険料  

（5割）  

保険料   公章   保険料   保険料   公費   （2割）   

現行制度   5．2   1．3   0．2   1，7   1．0   1．0  

長寿医療制度と  

同様の仕組み  5．2   0．5   0．1   0．7   0．2   0．2   1．0   2．4  

とした場合  

※ 平成21年度予算ベース  

ーーー■－■■■－－■●■■■■■■■一－■－一－－－■一一－－■－－－－一一－－■－一一■－－一一一一－－■一■－－－一一－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一一一一－－－－－一－－－一一－－－－－－－－一一■－－－■－－一■■一一■■－－■－1   

協会健保、組合健保、国保等の各制度の保険料は、現行制度ではそれぞれの制度に加入している前期高齢者の保険料を含むが、長寿医療制度   
と同様の仕組みとした場合、前期高齢者の保険料は先当てされるため各制度の保険料は65歳未満の者の保険料のみとなる。  

「l  

1  

1  

1  

1  

l  

l  

現行制度において前期高齢者約1400万人（平成21年度予算案ベース）は、協会健保に170万人（12％）、組合健保、共済等に90万人（7％）、国保；                                                                                                                                                                                                                        l  

に1160万人（82％）が加入している。  
－■■－■■－－－■－■■■■■一■■■t－■一－■■－－－－－－■－■一一●－－－－－－－－－－－－一－－■一一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－－■－－－－■－－－－－●■－－－一■一－－－－－－－－－－一一－－■－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－■－－・■、一－－■1－t■■一  

注1：現行の長寿医療制度は、現役並み所得者は5割公費がないことから、給付に対する定率公費の割合は平成21年度予算ベースで47％となっている。したがっ  

て、今回の試算では、前期高齢者の給付に対する公費割合を47％と仮定。  

注2：市町村国保の公費割合は50％として試算しており、市町村国保の保険料軽減等に対する公費の影響については考慮していない。   



前期高齢者の財政調整の仕組みを75歳以上にも拡大した場合  
（平成20年度の医療給付費等を基礎とした極めて粗い計算）  

＜前提条件＞  

画④  

○ 現行の長寿医療制度の加入者は、長寿医療制度導入前の制度に加入するものとし、前期高齢者の財政調整の仕組みを   
75歳以上にも拡大して適用。  

○ 高齢者の医療給付に対する公費負担については次の2ケースを仮定。   

ケースⅠ：高齢者の医療給付に対して5割の公費負担なし   

ケースⅡ：現行の長寿医療制度の医療給付に対して5割の公責負担（現役並み所得者の公費負担なし）  

被用者保険   協会健保   組合健保   

65歳以上医療給付に係る負担  ケースⅠ①  9．4兆円   4．7兆円   3．6兆円  

（5割公費を除く） 
・…・…・・・・・・・・＝………＝…・・・・……■…  

＜65歳以上給付費＋納付金＞ ケースⅡ②  6．5兆円   3．2兆円   2．5兆円   

総報酬  ③   196兆円   78兆円   88兆円  

4．0％  
室ケースⅠ①／③  4．8％［4．4％】   6．1％［5．2％］  

保険料率換算   
（2．2％～6．8％）  

I＝・・＝＝＝■＝川＝＝●＝＝●■＝■■■■＝＝＝＝＝＝＝－  

（5割公費を除く）  

要ケースⅡ②／③  

注1：協会健保の保険料率換算の［］内は納付金に係る協会健保の国庫負担分（75歳以上分の16．4％視び75歳未満分の13％）を除いたものである。   

2：健保組合の（）は、健保組合の保険料率換算について、加入者1人当たり総報酬の格差よる変動範囲を粗く計算したものである。   

3：現行の長寿医療制度の給付に対する公費（支援金に対する公費及び保険料軽減等に対する公費を除く）は、現役並み所得者には公費がつかないことから長寿医療制度の給  
付費に対する割合は46％（平成20年度）となっている。したがって、今回の試算においては、公費割合を46％とした。   

4：納付金は、平成20年度における前期高齢者納付金及び平成20年3月分の老人保健の給付費及び拠出金を年度換算したものを基礎に算出。   

5：総報酬は、平成20年度の総報酬を基礎に75歳以上の被保険者本人が長寿医療制度導入前の制度に加入することによリ1％増加すると仮定した。  

10   



資料堅  
健康保険組合に対する支援事業等について   

需金   1．意   、   型金 一 ；正成20 度までは、別  冒止 ：  
高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金が制度  

改正前と比べ負担増となる被用者保険の保険者に対し、国において、負担が一定程度以上増加  
する部分について助成。（平成21年度予算額1’64億円）  

呵  

3．健康保険 組合連合会における交付金交付重美  
健康保険組合連合会においても、健保組合における財源の不均衡を調整するため、以下の交  

付金交付事業を実施。（平成21年度予算額1，268億円）   

①財政窮迫組合に対する交付金交付事業（58億円）   

②高齢者納付金等の負担を軽減するための交付金交付事業（1・92億円）   

③高績医療給付に関する交付金交付事業（1．019億円）  

※必要な財源は健保組合からの財政調整事業拠出金により賄う（健保組合はこの拠出金に充てるため、被保険者及び事  

業主から調整保険料を徴収）。   



資料⑥  
前期高齢者医療給付費に定率公責（5割）を導入した場合の財源構成の変化   

（単位：兆円）  

財源内訳  

前期高齢者  
協会健保  組合健保、共済等   

給付費  
国   保  

定率公責  

保険料   公費   保険料   保険料  公費 
（5割）  

現行制度   5．2   1．3   0．2   1．7   1．0  1．0   

前期高齢者に  

定率公費（5割）  5．2   0．7   0．1   0．9   0．5  0．5  2．4   
を導入した場合  

※ 平成21年度予算ベース  

注1＝現行の長寿医療制度は、現役並み所得者は5割公費がないことから、給付に対する定率公費の割合は平成21年度予算ベースで47％となっている。したがっ  

て、今回の試算では、前期高齢者の給付に対する公費割合を47％と仮定。  

注2：市町村国保の公費割合は50％として試算しており、市町村国保の保険料軽減等に対する公費の影響については考慮していない。  
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直垂圏  長寿医療制度の保険料の均等割を廃止した場合  

○均等割を廃止し、所得割のみとした場合、以下のとおりとなる0   
傾険料の賦課がなくなる方（年金収入153万円以下）・t■全被保険者の約3分の2   

一保険料が高くなる方（年金収入162万円～829万円）・・・全被保険者の約3分の1   
※保険料が変わらない方（年金収入829万円以上）、保険料が安くなる方（年金収入153万円～162万円）・・・それぞれ1％程度  

7．65％ 均等割績41，500円   
1  

18．0％ 均等割額  0円   

現在（全国平均）  ；所得割率   

所得割のみとする場合；所得割率  

◎国保においては、これまで所得がない方についても保険料   
を賦課してきたところ。  

保
険
料
額
 
 

後期高齢者医療  

41，500円  

※1現在の所得割率、均等割鏡は、平成20年4月時点の全国平均値である。※2保険料の賦課限度額はいずれの場合も50万円とした0  
※3所得割軽減（非課税世帯5割軽減）の公費（90億円）を投入することとした。  
※4所得分布は調整交付金算定のため各広域連合から報告されたものを使用0  
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直垂函  
長寿医療制度の賦課限度額の設定の考え方について   

○以下の理由により、長寿医療制度の賦課限度額を50万円と設定している。  

・限度額を低く設定すればするほど、この傾きがきつくなり、中間所得層の負担が重くなる。  

・限度額を高く設定すればするほど、この傾きが緩やかとなり、限度額に近い高所得者の負担が増え、  
給付と保険料賦課額のバランスやこれまで加入していた国保とのバランスが悪くなる。（国保の賦課  
限度額は、世帯単位で59万円としている。）  

■ 一 ■ ■ ● ■ ■ ■■■ ■ ■ ■一－－ ■■－■●■ － ■ ■■ ■一－ －－－ －■ ●－一 一－－一一■ － － t－ －■■ － － －－－ － － －－－ － ■－ ■一 一 ■■ ■－ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

（参考）長寿医療制度において、年間保険料額が  

上限（50万円）に達する年収について  

所得水準と保険料賦課のイメージ  

l  

l  

l  

l  

l  

： 東京都・・・年金収入9，410，000円  
l  

給与収入9，530，000円  

l ：（所得割率6．56％、均等割額37，800円）  
l  

l  

l  

l  

：福岡県＝ヰ金収入7，050，000円  

給与収入7，120，000円  
l  

：（所得割率9．24％、均等割額50，935円）  
l  

l  

1  

1  

1  

；全国平均・1・年金収入8，300，000円  
t  

l
 
保
険
料
額
 
 

収入 →  
給与収入8，380，000円   

（所得割率7．65％、均等割額41  
）
■
 
 円

…
 
 

■
 
 

，
■
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資料⑨  
資格証明書の交付について  

○ 長寿医療制度においては、保険料を滞納している被保険者が、納期限   
から1年を経過するまでの間に納付しない場合には、滞納につき「特別   
の事情」があると認められる場合を除き、資格証明書を交付する仕組み   
となっている。  

○ しかしながら、機械的な運用により高齢者が医療を受ける機会が損な   
われないよう、昨年6月の政府・与党決定において「相当な収入がある   
にもかかわらず保険料を納めない悪質な者に限って適用する」とされた   

ことを踏まえ、広域連合ごとに、地域における生活様式、生活水準等を   
考慮した上で統一的な運用基準を定めるよう要請しており、今年度中を   
目途に当該運用基準が整備される予定。  

○ 厚生労働省としても、各広域連合に対し、   
① 運用基準のあり方について必要な助言を行うとともに、   
② 今後、資格証明書の交付を検討すべき事案が生じた場合には報告す  

るよう依頼しているほか、   

③ 滞納の初期の段階から、被保険者の生活状況に応じたきめ細やかな   
相談等の対応を行うよう∫要請しているところ。   
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